
別紙５

受検当日に提出 【令和４年度入学者選抜県立学校受検用】

健康状態申告書

項 目 記入欄

①検査日 令和４年 月 日（ ）

②受検番号

③受検者氏名

④保護者等氏名

⑤緊急連絡先（保護者携帯電話番号等）

⑥今朝（受検当日）の体温 度（平熱 度）

※⑨□ 37.5度未満の発熱

→会場職員へ連絡

⑦現在、咳の症状の有無 □ ない ※⑩□ ある
→会場職員へ連絡

⑧次の症状等はない ア～ウ
ア 37.5度以上 □ ない
（もしくは平熱比＋１度超過）の発熱

イ 息苦しさ（呼吸困難）

ウ 強いだるさ（倦怠感）

エ その他 ※⑪□ エで( )内のいずれ

（味覚障害、嗅覚障害、咳の症状・咽頭痛 か１つでもある

が続いている、下痢） →会場職員へ連絡

※以下を確認して、□にチェック✓を入れてください。

□⑧ア、イ、ウの症状がある場合は、当日の受検を取りやめてください。
（追検査の受験を希望する場合は所定の手続きをしてください。）

□⑨、⑩、⑪に該当する場合は、受検当日の朝、会場職員にその旨連絡

してください。

□濃厚接触者であっても、ＰＣＲ検査等の結果が陰性であり、症状がない

場合は、別室受検が可能です。この場合は、事前に「濃厚接触に係る受

検届」（特別様式２）を提出してください。
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	②医療機関での受診
	受検生は、検査前の２週間以内に発熱・咳等の症状がある場合、あらかじめ医療機関での受診を行うこと。
	③受検できない者
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	症状の有無にかかわらず、各自マスクを持参し、検査場では、昼食時以外は常に着用（鼻と口の両方を確実に覆う）すること。なお、特別な事情があり、マスクの着用が困難な場合は、事前に申し出ること。
	休憩時間や昼食時間等における他者との接触、会話を控えること。
	⑥受検当日の服装、昼食
	受検当日、休憩時間や昼食時間など、検査場等の換気のため窓の開放等を行う時間帯があるため、各自防寒対策をしておくこと。また、昼食は、あらかじめ指示された時間に指定された自席で食事をとること。
	⑦予防接種
	他の疾患の罹患等のリスクを減らすため、各自の判断において予防接種を受けておくことが望ましいこと。
	⑧「新しい生活様式」等の実践
	日頃から、「三つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染症対策の徹底を行うとともに、バランスのとれた食事、適度な運動、休養、睡眠な
	⑨保健所等の行政機関への協力
	受検終了後に、新型コロナウイルスの感染が判明した、又は濃厚接触者に特定された受検生がいた場合には、出身学校等を通じて、速やかに受検した県立学校（連絡がとれない場合は県立学校教育課）に連絡するとともに、
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	Ａ　当日、前掲Ｑ２の回答に示している症状のある者については、まずは、かかりつけ医に相談すること。相談する医療機関に迷う場合は、発熱外来を行う医療機関か、県が設置する新型コロナウイルス感染症相談窓口（コ
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	受検生及び保護者の皆さんへ　～新型コロナウイルス感染防止のための注意事項～
	/
	Ⅰ　検査当日の受検について
	１　次に該当する場合、検査当日の受検ができません。
	① 初期スクリーニング（自治体によるＰＣＲ検査又は検疫所における抗原定量検査）の結果、陰性であること。
	② 検査当日も無症状であること。
	③ 公共の交通機関＊2 を利用せず、かつ、人が密集する場所を避けて検査場に行くこと。（事前に受検する県立学校へ連絡し、自家用車の利用など検査場までの移動等について指示を受けること。）
	④ 終日、別室での受検を承諾できること。
	＊1　ここでいう「濃厚接触者」とは、保健所から濃厚接触者に該当すると伝えられた者をいう。
	　　（新規陽性者自身が濃厚接触者として判断し、保健所へ連絡したものも含む。）
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	Ⅱ　検査当日までの注意点等
	受検生は、次の「新しい生活様式」等の実践を心がけてください。
	また、以下の点も確認してください。
	※医療機関での受診（受検生は、検査前の２週間以内に発熱・咳等の症状がある場合、あらかじめ医療機関で受診してください。）
	検査終了後に、新型コロナウイルス感染症の感染が判明した、又は濃厚接触者に特定された受検生については、速やかに受検した県立学校（連絡がとれない場合は、県立学校教育課）に連絡するとともに、濃厚接触者の特定




